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〔開会 午前１０時０２分〕 

議長（與谷公孝議員） これより平成２０年第１回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（伊藤允久君）登壇〕 

市長（伊藤允久君） おはようございます。 

 本日、議員の皆様には平成２０年第１回定例会にご出席をいただきましてまこ

とにありがとうございます。本定例会は新年度に向けての大変重要な定例会でご

ざいます。提出議案につきましては、何とぞよろしくご審議をいただき、ご承認

くださいますようお願いを申し上げます。簡単ではございますが開会のごあいさ

つといたします。よろしくお願いいたします。 

議長（與谷公孝議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、１４番、濱口文生議員は病気のため欠席であります。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１３

番、村田幸隆議員、１５番、中垣克朗議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から３月１２日

までの２２日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月１２日までの２２日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第１号「平成２０年度尾鷲市一般会計予算の議決につい
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て」から、日程第３２、議案第３０号「尾鷲市斎場の指定管理者の指定につい

て」までの計３０議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました３０議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明

を求めます。 

 市長。 

〔市長（伊藤允久君）登壇〕 

市長（伊藤允久君） 今回提案をいたしております議案第１号「平成２０年度尾鷲市

一般会計予算の議決について」から、議案第３１号「尾鷲市公平委員会委員の選

任について」までの３１議案についてご説明をさせていただきますが、この議会

が私の今任期におきます最後の定例市議会となりますので、この場をおかりいた

しまして、市民の皆様、議員の皆様、そして多くの方々からお力添えをいただき

ましたことに深く御礼を申し上げます。 

 それでは、予算編成１２議案についてご説明いたします。 

 まず、本市の予算編成方針についてでございますが、国の平成２０年度予算編

成方針におきましては、「骨太の方針２００６で示された歳出改革を軌道に乗せ

る上で極めて重要な予算であり、これまでの財政健全化の努力を今後とも継続し

ていく。このため、引き続き歳出全般にわたる徹底した洗い直しを行い、制度・

施策の抜本的な見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を行うとともに、予算

配分の重点化・効率化を実施する。地方財政については、国の歳出の徹底した見

直しと歩調を合わせつつ、地方団体の自助努力を促していくことを進め、地方公

務員の人件費、地方単独事業等の見直しを行うことなどにより、地方財政計画の

歳出規模を引き続き抑制すること。」としております。 

 一方、本市の財政状況は、平成１４年度に策定した財政健全化計画による施策

や業務の見直しなどにより、人件費を始め総合的な歳出削減を実施しているもの

の、地域経済の低迷や国の三位一体の改革により削減額を上回るペースで市税や

交付税などの一般財源が減少しております。このことから財政構造の硬直化が一

層進み、経費削減を行っても、なお財政状況が好転せず、予算編成に当たっては

基金の取り崩しを余儀なくされております。 

 歳入面では、税源移譲の本格実施により市税の一定の増収は期待できるものの、

地域経済の回復が進まないなど税収入全体の見通しが不透明な上、地方交付税に

ついては、都市と地方における地方税の偏在是正を図るため、平成２０年度から

新たに地方再生対策費が設けられ、歳入増加が見込まれるものの、通常分は前年
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度に比べ、地方全体では減少し、一般財源の確保は引き続き厳しい状況にありま

す。 

 歳出面では、定員適正化計画に基づく人員削減により人件費は減少するものの、

大型事業の元利償還が始まる公債費や学校の耐震化などによる投資的経費が増加

し、大幅な経費の削減は難しい状況にあります。このため、市税における課税所

得等の的確な把握や着実な滞納整理の推進などにより、自主財源の確保に努めつ

つ、聖域を設けることなくあらゆる事務事業について見直しを行うなど、引き続

き財政健全化に取り組むとともに、身の丈に合った持続可能な財政運営の確立に

努めてまいります。また、改選期となるため、義務的な経費に加え、継続的な事

業などの経費を中心とする骨格予算として編成をしたところであります。 

 それでは、平成２０年度当初予算案についてご説明をいたします。なお、平

成２０年度から後期高齢者医療事業の開始に伴い、新たに後期高齢者医療事業特

別会計を設けましたので、あわせてご説明をいたします。 

 それでは、お手元に配布の平成２０年度当初予算主要事項説明をごらんくださ

い。 

 まず、１ページをごらんください。 

 当初予算の規模は、一般会計で対前年度比３.５％減の８１億８,３００万円、

特別会計では、国民健康保険事業会計が４.４％増の３１億２,２６０

万６,０００円、老人保健医療事業会計は、事業の大部分が後期高齢者医療事業

に移行したことにより９０.２％減の３億３,７３２万５,０００円、新設の後期

高齢者医療事業特別会計が５億４８９万８,０００円の計上、公共下水道事業会

計は、昨年と同額の２７６万６,０００円、企業会計については、病院事業会計

で３.２％増の４７億９,９１７万８,０００円、水道事業会計では５４.９％減

の９億６,３７０万６,０００円とし、各会計を合わせた予算総額は、対前年度

比１７.５％減の１７９億１,３４７万９,０００円と定めたところでございます。 

 次に、一般会計の歳入予算についてご説明をいたします。 

 ２ページをごらんください。 

 市税につきましては、対前年度比０.２％減の２４億２７０万４,０００円を計

上いたしました。主な要因といたしましては、個人住民税は増加するものの、土

地評価額の下落による固定資産税、都市計画税の減少やたばこ税の減少などによ

るものであります。 

 地方譲与税は、昨年度とほぼ同額の８,２００万円、利子割交付金等の交付金



－８－ 

合計額は３億６００万円を計上しております。 

 地方交付税につきましては、新設された地方再生対策費分は増加いたしますが、

通常分では前年度より減少となるため、４.１％減の２８億９,５００万円を計上

いたしております。 

 国庫支出金は、９.３％増の７億５,６０４万６,０００円を計上いたしました。

増額の主な要因は、高速道路への取りつけ道路整備に伴う市道梅ノ木谷線改良事

業委託金によるものであります。 

 県支出金は、地域振興ゾーン整備事業の温浴施設の完成に伴う発電用施設周辺

地域振興事業費補助金や、参議院議員選挙執行委託金などの減少によ

り１７.８％減の５億４,７２０万２,０００円を計上いたしております。 

 次に、財産収入では、坂場墓地移転に伴う跡地売却による不動産売払収入な

ど、１億３６万１,０００円を計上しております。 

 市債につきましては、地域振興ゾーン整備事業の温浴施設の完成などによ

り２２.８％減の３億７,２２０万円を計上いたしております。 

 予算編成に当たり不足する財源につきましては、財政調整基金２億５,６０１

万７,０００円を取り崩すほか、その目的に沿って減債基金１,０００万円、活性

化対策基金２０万５,０００円など、合わせて２億６,６２２万２,０００円を繰

入金として計上いたしました。 

 次に、一般会計歳出予算の主な概要についてご説明をいたします。 

 ４ページをごらんください。 

 義務的経費につきましては、対前年度比０.４％増となりました。この内容に

つきましては、人件費においては１.３％減の１８億１,２７０万６,０００円を

計上いたしておりますが、減少の要因といたしましては、退職者不補充による正

規職員の削減等が主なものであります。 

 扶助費につきましては、対前年度比１.６％増の１４億６,９３０万５,０００

円を計上いたしております。主な要因といたしましては、生活保護世帯の減少に

より生活保護費は減少したものの、保育所運営費や児童手当支給額の増額等によ

り増加をいたしました。 

 公債費は、海洋深層水関連事業やクリーンセンター整備事業に対する元金の一

部償還が始まることなどから、対前年度比１.６％増の９億５,０６９万円を計上

いたしております。 

 次に、その他の経費のうち物件費につきましては、地域イントラネット整備事
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業の完了、固定資産税の評価がえに伴う土地鑑定評価業務の完了、法改正に伴う

健康診査等委託料の減少、入札実施に伴う可燃ごみ収集運搬業務委託料の減少、

市長、副市長及び一般職員の県内出張に伴う日当の廃止のほか、需用費、役務費

等、ほとんどの項目において削減を図ったことにより１０.４％減の１２

億５９３万７,０００円の計上となりました。 

 補助費等では、税源移譲により市税過年度分還付及び還付加算金が増加をいた

しましたが、三重紀北消防組合への負担金の削減や市単独補助金の１０％減額な

どにより２.６％減の１０億７,７３１万円を計上いたしております。 

 繰出金は、後期高齢者医療事業が新たに制定されたことにより、老人保健医療

事業特別会計繰出金が減少したものの、後期高齢者医療事業特別会計繰出金が生

じたことにより増加となるため、１.９％増の８億４,４４０万円を計上いたして

おります。 

 次に、投資的経費についてであります。普通建設事業費の増額は１５.４％減

の６億９,６３２万５,０００円の計上であります。その内訳は、補助事業費にお

いては、海洋深層水活用型温浴施設の完成などにより３９.１％減の２

億８,８９６万７,０００円、単独事業費では、清掃工場２号バグフィルターろ布

取りかえ工事や光ケ丘墓園拡張に伴う造成工事などの増加により６３.４％増

の３億２,１４４万５,０００円、県営事業負担金は、街路事業地元負担金などの

減少により４７.２％減の７,４１２万７,０００円、受託事業費は、受託造林費

で６.１％増の１,１７８万６,０００円をそれぞれ計上いたしております。 

 続きまして、債務負担行為であります。 

 １５ページをごらんください。 

 住民基本台帳ネットワーク機器借上料は、システムの構築に伴うもので、期間

は平成２１年度から２５年度までの５年間、限度額は１,５６９万２,０００円で

あります。 

 続きまして、特別会計についてご説明いたします。 

 １６ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、対前年度比４.４％増の３１

億２,２６０万６,０００円を計上いたしております。増額の主な要因といたしま

しては、老人保健医療事業会計の大部分が後期高齢者医療事業へ移行したことに

より、老人保健拠出金が大幅に減少したものの、後期高齢者納付金等が新たに生

じたことや保険給付費、共同事業拠出金等が増額したことによるものであります。 
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 １７ページの老人保健医療事業特別会計は、後期高齢者医療事業への移行によ

り医療諸費が大幅に減少したことにより、対前年度比９０.２％減の３

億３,７３２万５,０００円を計上いたしております。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、平成２０年度から新たに後期高齢者医療事業

が始まることに伴い新設した特別会計であります。歳入は、後期高齢者医療保険

料１億５,７７１万６,０００円、繰入金３億４,７１８万２,０００円を計上、歳

出では、総務費１,８７２万７,０００円、広域連合負担金４億８,６１７

万１,０００円を計上し、歳入歳出総額はそれぞれ５億４８９万８,０００円とい

たしました。 

 公共下水道事業特別会計は、昨年度と同額の２７６万６,０００円を計上いた

しております。 

 続きまして、企業会計について説明をいたします。 

 １９ページをごらんください。 

 病院事業会計は、対前年度比３.２％増の４７億９,９１７万８,０００円を計

上いたしました。増額の主な要因は、患者監視装置の整備やボイラーの更新によ

るものであります。業務の予定量は、入院が１日平均２１５人、年間延べ７

万８,４７５人、外来では１日平均５２０人、年間延べ１２万６,７７０人を見込

んでおります。 

 収益的収入及び支出につきましては、収入が４０億５,４８５万２,０００円、

支出は４３億５,７２１万９,０００円を計上、資本的収入及び支出では、収入

が３億３,３６９万３,０００円、支出に４億４,１９５万９,０００円を計上し、

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億８２６万６,０００円は、

過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものであります。 

 次に、債務負担行為です。患者監視装置の整備では、期間は平成２１年度か

ら２２年度までの２年間で、限度額は６,０１０万８,０００円、また、手動式温

冷配膳車では、期間が平成２１年度から２４年度までの４年間で、限度額

が２,２５２万８,０００円であります。 

 次に、２０ページをごらんください。 

 水道事業会計では、矢ノ浜浄水場整備事業の完成により、対前年度

比５４.９％減の９億６,３７０万６,０００円の計上であります。業務の予定量

は、給水戸数１万１,４７０戸、年間給水量４４４万６,０００立方メートル、１
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日給水量１万２,１８０立方メートルを見込んでおります。 

 収益的収入及び支出につきましては、収入が５億７,９９８万９,０００円、支

出に５億７,８１６万９,０００円を計上いたしております。 

 資本的収入及び支出では、収入が１億７,１４８万９,０００円、支出に３

億８,５５３万７,０００円を計上し、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額２億１,４０４万８,０００円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんを

するものであります。 

 続きまして、債務負担行為です。検針用ハンディーターミナル賃借料は、機器

の更新に伴うもので、期間は平成２１年度から２４年度までの４年間、限度額

は５２８万円であります。 

 続きまして、平成１９年度補正予算案についてご説明をいたします。 

 お手元に配布の一般会計補正予算（第４号）主要事項説明の１ページをごらん

ください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計が５,４４０

万２,０００円、国民健康保険事業会計７８０万７,０００円、老人保健医療事業

会計６万８,０００円をそれぞれ増額、病院事業会計は１億１,９２２

万６,０００円、水道事業会計が６,４５３万１,０００円をそれぞれ減額し、こ

れにより各会計を合わせた予算総額を２２８億５,４６４万８,０００円とするも

のであります。 

 まず、一般会計からご説明をいたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の概要につきましては、市税が個人市民税、固定資産税などの増額が見込

まれるため、６,７６２万８,０００円の増額であります。 

 分担金及び負担金につきましては、保育所入所保護者負担金の減少等によ

り１７２万２,０００円の減額であります。 

 使用料及び手数料では、海洋深層水使用料や幼稚園保育料等の減額によ

り１８３万円の減額であります。 

 国庫支出金につきましては、地域イントラネット基盤整備事業補助金の事業費

の確定や社会福祉費負担金等の事業の変更などにより２,６２４万５,０００円を

減額するものであります。 

 県支出金におきましても、社会福祉費負担金等の事業の変更などによ

り１,２１５万２,０００円の減額であります。 
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 財産収入は、定期預金の利子による基金運用収入や土地建物売払収入な

ど３０４万９,０００円を計上いたしております。 

 寄附金５５０万円は、日本土石工業株式会社と株式会社クボタからの一般寄附

金で、地域福祉基金へ積み立てる予定であります。 

 諸収入につきましては、受託造林事業収入の減額等により２万６,０００円の

減額であります。 

 市債は、地域イントラネット整備事業債などが減額となりましたが、県事業の

前倒しによる港湾整備事業債の計上や普通退職に伴う退職手当債の増加によ

り２,０２０万円を増額するものであります。 

 次に、歳出です。 

 ３ページをごらんください。 

 議会費は、議会運営費の普通旅費減額により１２１万７,０００円の減額であ

ります。 

 総務費につきましては、地域イントラネット整備事業や参議院議員選挙費の事

業費確定による減額のほか、財政調整基金への積立金や一般寄附金の地域福祉基

金への積み立てにより１億６,４２２万７,０００円を増額するものであります。 

 次に、民生費では、養護老人ホーム聖光園指定管理料や紀北広域連合分担金を

始め、社会福祉関係各事業の精査により７,０７８万４,０００円の減額でありま

す。 

 衛生費は、魚あら処理に係る処理困難物ストックヤード設置補助金の計上やク

リーンセンター運転管理費、清掃工場１号グレードバー及びサイドプレート取り

かえ工事など、各事業の減額により２,１９５万５,０００円の減額であります。 

 農林水産業費では、山林事業費や受託造林事業、海洋深層水推進事業などの事

業の確定や精査により１,０９８万２,０００円の減額であります。 

 商工費におきましては、希望者増加により尾鷲産材活用促進補助金を増額する

ことなどから１１７万５,０００円の増額であります。 

 土木費は、県事業の前倒しによる港湾整備地元負担金の計上がありますが、道

路改良費地元負担金や都市計画街路事業地元負担金の減額等、各事業費の確定に

より１,３５５万１,０００円の減額であります。 

 消防費では、休日手当の減額などにより、三重紀北消防組合負担金４６１万円

の減額であります。 

 教育費は、普通退職者１名に伴う退職手当の増額やスクールバス・スクールタ
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クシー運行委託料の減額のほか、事業の精査により１,２０９万９,０００円を増

額するものであります。 

 次に、繰越明許費でございます。 

 １０ページをごらんください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費の地域介護・福祉空間整備補助金は、建築基準法

の改正により建築確認の認可がおくれていることにより、年度内での執行は不可

能となったことから繰越事業とするものであります。 

 債務負担行為は、追加するものは契約更新に伴うもので、海洋深層水総合交流

施設・分水施設指定管理料では、期間が平成２０年度から２１年度までの２年間、

限度額は５,０２３万１,０００円、夢古道おわせ指定管理料は、期間が平成２０

年度から２１年度までの２年間、限度額は６００万円であります。 

 また、入札結果により限度額を変更するものは、図書館情報システム借上料

が１,４３４万６,０００円から１,１６１万円に、尾鷲市民文化会館指定管理料

を１億４,９０２万８,０００円から１億４,８５９万６,０００円に変更するもの

であります。 

 続きまして、特別会計についてご説明いたします。 

 １１ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は、７８０万７,０００円を増額し、歳入歳出総額

を３１億５,６８５万５,０００円にするものであります。概要につきましては、

歳入では、国民健康保険税が１,０９４万５,０００円の増額、国庫支出金は、療

養給付費等負担金など４,２２９万円の減額、療養給付費等交付金は、退職医療

療養給付金の変更決定により２,７７６万円の増額、共同事業交付金は、高額医

療費の減少などにより高額共同事業交付金や保険財源共同安定化事業交付金が減

額することから３,１４１万９,０００円の減額でございます。 

 財産収入は、預金利子による財産運用収入２１万円を計上、繰入金は財政調整

基金からの繰り入れで４,２６０万１,０００円の増額であります。 

 歳出につきましては、総務費が、国保診療報酬等電算委託料など各事業の精査

により４２万３,０００円の増額、諸支出金は、過年度分財政調整交付金の交付

額確定による返還金７３８万４,０００円の計上であります。 

 次に、１２ページをごらんください。 

 老人保健医療事業特別会計は、６万８,０００円を増額し、歳入歳出総額

を３４億８,００７万３,０００円とするものであります。 
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 歳入におきましては、諸収入の第三者納付金が３３３万円増額となったため、

支払基金交付金１６６万５,０００円、国庫支出金１１１万円、県支出金２７

万７,０００円、繰入金２１万円をそれぞれ減額するものであります。 

 歳出は、総務費でシステム利用負担金６万８,０００円の増額であります。 

 続きまして、企業会計についてご説明をいたします。 

 １３ページをごらんください。 

 病院事業会計は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の補正であります。 

 収益的収入では、医業収益が２,０９３万４,０００円の増額、医業外収益

が２３７万６,０００円の減額であります。収益的支出では、医業費用が人件費

や物件費の減少により１億１,０７８万９,０００円の減額、医業外費用で

は２００万円の減額、特別損失は１９９万９,０００円の増額となりました。 

 資本的収入及び支出は、収入の企業債が８５０万円の減額、支出では建設改良

費が８４３万６,０００円の減額であります。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 水道事業会計におきましても、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の補

正であります。収益的収入では、消費税還付金の減少により営業外収益が３０７

万４,０００円の減額、収益的支出では営業費用３０万円の増額となりました。

資本的収入及び支出は、収入の負担金が５９万８,０００円の減額、矢ノ浜浄水

場更新事業の本年度分工事費減少により、企業債が６,２９０万円の減額、支出

は建設改良費で工事請負費６,４８３万１,０００円の減額であります。 

 以上をもちまして、平成２０年度当初予算及び平成１９年度補正予算案の説明

を終わります。 

 次に、条例案等についてご説明をいたします。 

 議案第１３号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て」及び議案第１４号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、一括してご説明をいたします。 

 職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するため、育児短時間勤務をすることができることとなり、１日当た

り、または１週当たりの勤務の形態を選択できることとなったことに伴う一部改

正であります。 

 次に、議案第１５号「尾鷲市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について」につきましては、これまで委員会の委員等の報酬は、日額、
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月額、年額をもって定めており、月額、年額の支給は、その月まで支給しており

ましたが、任期満了等により月の中途でその職につき、または離職したときは、

その月の現日数を基礎として日割り計算により支給するための一部改正でありま

す。 

 続きまして、議案第１６号「市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正

について」及び議案第１７号「教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正

について」につきましては、議案第１５号と同様に、任期満了等により月の中途

でその職につき、または離職したときは、その月の現日数を基礎として日割り計

算により支給するための一部改正及び行政改革の一環として県内等の旅費支給に

係る日当を廃止するための一部改正でございます。 

 次に、議案第１８号「職員等の旅費に関する条例の一部改正について」につき

ましては、職員の県内出張及び県外出張１００キロメートル未満の日当を廃止す

るものであります。 

 次に、議案第１９号「尾鷲市営住宅条例の一部改正について」につきましては、

市営住宅から暴力団員を排除するため、入居の資格等についての規定を整備する

ものであります。 

 次に、議案第２０号「尾鷲市宅地開発事業の基準に関する条例の一部改正につ

いて」につきましては、都市計画法及び都市計画法施行令の一部改正にかんがみ、

条例対象区域の規定を整備するものであります。 

 次に、議案第２１号「尾鷲市消防団条例の一部改正について」につきましては、

人口の減少及び少子高齢化が進む中、消防団員の実人数は２５０人前後で推移し

ており、近隣市町にはない有人の出張所体制の存在や出張所管内にはそれぞれ初

期消火活動に必要な団員が確保されていることから、定員を３００人から２６０

人に改正するものであります。 

 次に、議案第２２号「尾鷲市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律により、平成２０年４

月１日から「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められる

ことに伴う一部改正であります。 

 次に、議案第２３号「尾鷲市国民健康保険条例の一部改正について」につきま

しては、健康保険法等の一部を改正する法律が平成２０年４月１日から施行され

ることに伴う一部改正であります。内容は、乳幼児の患者負担において、３歳未

満までであった２割負担の範囲を義務教育就学前までに拡大をいたします。また、



－１６－ 

葬祭費につきましては、４万円から５万円に引き上げようとするものであります。 

 議案第２４号「尾鷲市国民健康保険税条例の一部改正について」につきまして

は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険に要する費用として、高齢者の医

療の確保に関する法律の規定により、後期高齢者支援金の課税が新設されたこと

による改正であります。 

 次に、議案第２５号「尾鷲市道路線の認定について」につきましては、宅地開

発に伴い、開発業者から寄附をされました路線を、今回、市道に認定すべく、道

路法第８条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第２６号「尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設の指定管理者

の指定について」につきましては、地方自治法第２４４条の２の規定により、尾

鷲商工会議所を、指定期間を２年間と定めて指定管理者に指定するため、議会の

議決を求めるものであります。 

 議案第２７号「尾鷲市地域資源活用総合交流施設の指定管理者の指定につい

て」につきましては、地方自治法第２４４条の２の規定により、株式会社熊野古

道おわせを、指定期間を２年間と定めて指定管理者に指定するため、議会の議決

を求めるものであります。 

 議案第２８号「尾鷲市福祉保健センターの指定管理者の指定について」及び議

案第２９号「尾鷲市高齢者サービスセンターの指定管理者の指定について」につ

きましては、地方自治法第２４４条の２の規定により、社会福祉法人尾鷲市社会

福祉協議会を、指定期間を１年間と定めて指定管理者に指定するため、議会の議

決を求めるものであります。 

 議案第３０号「尾鷲市斎場の指定管理者の指定について」につきましては、地

方自治法第２４４条の２の規定により、有限会社小倉葬具店を、指定期間を５年

間と定めて指定管理者に指定するため、議会の議決を求めるものであります。 

 以上をもちまして、予算案１２件、条例案１２件、その他議案６件、計３０議

案の提案説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議をいただき、ご承認

を賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第３３、議案第３１号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。 
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 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（與谷公孝議員） ただいま議題の議案につきまして、提案理由の説明を求めま

す。 

 市長。 

〔市長（伊藤允久君）登壇〕 

市長（伊藤允久君） それでは、人事案件１件について、ご説明をいたします。 

 議案第３１号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」につきましては、本

年３月３１日をもって、現公平委員の中道昌宏氏が１期４年の任期満了となりま

すが、氏は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に深

いご理解をお持ちの方でございますので、引き続き委員として再任いたしたく、

地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。

よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議題の議案に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はござい

ません。ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案は人事案件でもあり、会議規則第３７条

第２項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、議題の議案は委員会への付

託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第３３、議案第３１号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 



－１８－ 

（起 立 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 起立全員であります。 

 よって、原案のとおり同意することに決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、明日２１日から２６日までを休会と

し、２７日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１０時４３分〕 
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